
クラス担任会
学生委員会からのお知らせ



■iPadアプリ「cit Library」

■CITポータル

「学生共済会のしおり」 「学生相談に関するご案内」
「こころとからだの元気サポート」

「オンラインカウンセリング
サービス」

「保護者対応マニュアル」「学生相談事例集」 「学外活動届（国内用）
・（海外用）」

「学生委員会からのお願い」

「障がい学生支援ガイド」

「学生教育研究災害傷害保険の
しおり」

「学生共済会学生保障サポート
制度」

① 学生委員会からの掲載資料



② 学生相談室
・平日週５日、専門のカウンセラーが学生相談室で対応しています。
教職員からの学生対応に関する相談等も受付ています。学生や保護者
対応において苦慮することが発生した場合は、ご利用ください。

・Webexを利用したオンライン相談も実施しています。
申し込み方法等の詳細は、HPまたはcit Library掲載の「千葉工業大学
学生相談室の利用について」を確認してください。

【関係書類】
「学生相談に関するご案内」

（cit Library）

「学生相談事例集」

(CITポータル)

「保護者対応マニュアル」

（CITポータル）

「千葉工業大学
学生相談室の利用について」

（HP、cit Library ）



③ 保健室
■保健室

・学内での傷病は、各キャンパスの保健室に連絡してください。
不在の場合は学生担当で対応します。

・万が一、救急車を呼んだ場合には警備室および学生担当へ
お知らせください。

・毎週木曜日16：00～18：00に校医の先生が来ています。学生、
教職員が健康相談等で利用できます。なお、利用する場合は
事前に保健師へ連絡してください。

・健康診断を４月ガイダンス時に実施しています。
大学で受診した学生は『健康診断証明書』を
発行できます。



④ 教学センター 開館時間

■ 新習志野キャンパス

■ 津田沼キャンパス
平 日 土曜日

教学センター 9:00 ～ 17:00 9:00 ～ 12:00

保健室 9:00 ～ 19:00 9:00 ～ 12:00

平 日 土曜日

教学センター 9:00 ～ 17:00 9:00 ～ 12:00

保健室 9:00 ～ 19:00 9:00 ～ 12:00



⑤ 学生の事故等について

・学生が事故に遭ったり、学生が亡くなってしまった等の
一報が入りましたら、学生担当へご連絡をお願い致します。

・学生が死亡した場合は、通夜または告別式の参列および
在学の証（四十九日過ぎ）をお届け頂くことをお願い
しています。

・状況によっては、保護者への連絡等をお願いする場合も
ございます。

※ 香典、交通費等は学生担当でご用意いたします。



⑥ AED設置場所



⑦ 見舞金・保険について
・正課活動、課外活動、通学中等で学生が入院・通院・死亡した場合に
見舞金や保険金を受けれる場合があります。
● 千葉工業大学学生共済会見舞金
● 千葉工業大学学生共済会学生保障サポート制度
● 学生教育研究災害傷害保険

・学生が他人を怪我させた場合等の賠償責任保障もあります。
● 千葉工業大学学生共済会学生保障サポート制度

【関係書類】
「学生共済会のしおり」

（cit Library）

「学生教育研究災害
傷害保険のしおり」

(cit Library)

「学生共済会学生
保障サポート制度」
（ cit Library ）

該当する場合は学生担当に来させる様、
学生に指導をお願いいたします。
また、申請書にはクラス担任の署名と捺印を
お願いしています。



見舞金制度

⑧ 学生共済会について
・学生等の本学の会員の健康増進、学業継続の援助および福利厚生を図る
ことを目的としている。

・次の6つのサポートを受けることができます。

学生納付金貸与制度

こころとからだの元気サポート

授業・通学中に怪我をして通院した

家計が苦しくて授業料が払えない

悩み相談したい

自転車で他人に怪我をさせた。
お店で商品を壊してしまった。

インフルエンザの予防接種をした。

学生補償サポート制度

健康サポート制度

オンラインカウンセリングサービス悩み相談したい



⑨ 奨学金について

・学生から学費に関する相談があった場合は、早めに学生
担当へ行くようにご指導をお願い致します。

・申請に際してクラス担任や指導教員からの推薦が必要な
場合がありますので、その際には作成をお願い致します。

※ 募集があった場合は、学生にCITポータルからご連絡します。



⑨ 奨学金について

奨学金名 貸与額 募集時期 備 考

千葉工業大学
学生共済会
学生納付金貸与制度

原則として学費2分の1相当
（在学期間中の貸与総額300万円）

随時

前期7月中旬まで
後期1月中旬まで

環境の急変にともない経済的に困窮し、
就学の継続が困難な学生
（詳細は「共済会のしおり」をご確認ください）

千葉工業大学
大学院奨学金

授業料全額または半額相当
前期：6・7月
後期：12・1月

学部在学中に400万円以上の奨学金
貸与を受けていない大学院生

日本学生支援機構
奨学金（貸与型）

■学部
①第一種奨学金（無利子）
【自宅】
20,000、30,000、40,000、54,000円より選択
【自宅外】
20,000、30,000、40,000、50,000、64,000円
より選択
②第二種奨学金（有利子）
20,000～120,000 円から１万円単位で選択

■大学院
①第一種奨学金（無利子）
【修士】
50,000、88,000円
【博士】
80,000、122,000円
②第二種奨学金（有利子）
50,000、80,000、100,000、130,000、
150,000円

4月

経済的理由で就学に困難がある優秀な
学生

・第一種（無利子）
特に優れた学生。

・第二種（有利子）
第一種よりゆるやかな基準で選定され
た学生。

その他自治体の奨学金 - -
地方自治体や企業から、条件指定の
奨学金等募集がある。随時、掲示板等
で案内している。

【貸与型】 ※申請にはクラス担任（指導教員）の推薦を要するものがあります。



⑨ 奨学金について

奨学金名 給付額 募集時期 備 考

千葉工業大学
経済的支援奨学金

授業料全額または半額相当 4～5月
経済的困窮により、就学の継続が困難な学部
３～４年生、大学院２年生以上

千葉工業大学
家計急変奨学金

授業料全額または半額相当
前期：5～6月
後期：11～12月

家計支持者の死亡・失職・長期療養等による
経済的困窮により、就学の継続が困難な全学
生対象

千葉工業大学
災害見舞奨学金

給付決定額
（上限20万円）

1～2月
学生および家計支持者が居住している家屋が
火災、風水害等で被害を受けた全学生対象

高等教育の修学
支援新制度

日本学生支援機構
奨学金（給付型）

①第一区分
（自  宅） 38,300円【42,500円】
（自宅外） 75,800円
②第二区分
（自  宅） 25,600円【28,400円】
（自宅外） 50,600円
③第三区分
（自  宅） 12,800円【14,200円】
（自宅外） 25,300円
④第四区分
（自  宅） 9,600円【10,700円】
（自宅外） 19,000円
※ 【】内は、生活保護世帯（扶助の種類別なし）を受

 けている生計維持者と同居している人及び児童養
 護施設等から通学する者の金額

前期：4月
後期：9月

意欲と能力のある若者が経済的理由により進学
及び就学の継続を断念することのないよう、原
則として返還義務のない奨学金

世帯の所得金額に基づく区分に応じて支給
される

高等教育の修学
支援新制度

授業料減免

約70万円を上限 給付型と同時期
給付型奨学金の対象者は、別途申請することで
授業料減免を受けることができる

その他自治体の奨学金 - -
地方自治体や企業から、条件指定の奨学金等
募集がある。随時、掲示板等で案内している。

【給付型】 ※申請にはクラス担任（指導教員）の推薦を要するものがあります。



学生理解
のための
講演会

⑩ 学生生活の支援について

・年に1回、教職員向けに「学生理解のための講演会」を開催してます。
専門の講師の方から、学生対応の参考について実例等の紹介も含めて
講演がありますので、是非、ご参加ください。

・昨年度の講演会資料をCITポータルに掲載しております。



⑪ 教養特別科目ボランティアについて

学生委員会では、教養特別科目ボランティアを開講しております。
教養特別科目は選択必修科目であり、卒業までに1単位以上修得しなければならない科目となっております。

単位数：1
活動時間：30時間
目的：ボランティアの理念，目的，意義を身近な社会で体験的に学習することで，社会貢献の意義を理解

し，実社会が求める人間力を涵養することを目的とする。また，活動前には地域貢献，より良い
社会づくりへの理解を深め，市民団体や公共機関などでボランティア体験を経験することで，社会
の一員として必要な自主性・創造性を養う。

詳細については、シラバスを確認するか、
学生担当に問い合わせするように、
学生にご指導をお願いいたします。



⑫ 喫煙マナーについて

学生の喫煙マナーについて、近隣からクレームが増えています！

主な現場…

⑴ 大学敷地内
⑵ 大学に隣接する道路・公園・陸橋下等
⑶ 近隣スーパー等の喫煙所

タバコのポイ捨て等の迷惑行為やマナー違反が多く見受けられます。

学生指導にご理解とご協力をお願い致します。

学生委員会では個々の健康増進に向けて卒煙支援もしております。
興味のある学生がいた場合は、保健室または学生担当に来るように
ご指導をお願いします。



新習志野キャンパス10号館

人間関係や授業のこと、始めての一人暮らしや履修計画、
分からないことや不安なことだらけでどうしよう…
そんな時、話を聞いてくれる先輩が、ココにいます。
   ❝ ひとりじゃないよ。頑張り過ぎないで ❞
あなたの悩みに寄り添ったサポートをしてくれることでしょう。
どうぞ、気軽にお立ち寄りください。

１階：学生生活全般
２階：修学全般・自習スペース

問い合わせ先 新習志野教学センター（新習志野キャンパス１２号館１階）

⑬ 学生サポートセンターについて



令和6年４月より、合理的配慮提供が義務化となります。
本学でも４月より「障がい学生支援委員会」が設置され、申請のあった配慮案の
妥当性を協議、認定いたします。先生方におかれましてはこれまで同様、学生支援
にご協力をお願いいたします。

① 授業、生活面の支援希望の相談があった場合、学生を教学センターへご案内ください。
② 学生からの合理的配慮の申請を基に事務局で作成する「支援計画原案」の確認。
③ 状況によっては面談に同席いただきますのでご協力をお願いします。

先生方からの支援についての相談・問合せは、各キャンパスの学生担当グループ長まで
ご連絡ください。【津田沼（中島）新習志野（福本）】

⑭ 合理的配慮の義務化について

※支援学生の情報を一元化するため、学科のみで対応
した場合も、出来るだけ教学センター学生担当へお知らせ
願います。
（提供いただく内容）・学生氏名・支援内容など
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